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技能実習制度の発展的解消と育成就労制度の創設につ
いて

資料１



１ 在留外国人数の変化と国籍・地域別の構成比、在留資格別構成比

（出入国在留管理庁 報道発表資料「令和７年末現在における在留外国人数について」より引用）

1 東京都（80万1,438人） 6 千葉県（25万9,663人）

2 大阪府（37万5,319人） 7 兵庫県（15万5,019人）

3 愛知県（35万7,800人） 8 静岡県（13万2,100人）

4 神奈川県（31万7,353人） ９ 福岡県（12万5,501人）

5 埼玉県（29万937人） 10 茨城県（11万1,808人）

■ 都道府県別在留外国人数上位10都道府県
在留外国人数は、大都市部に集中しており、特に一都三県（東京、神奈川、埼玉、

千葉）に約４割が集中している。

■ 在留外国人数の推移
在留外国人数は、令和２年から令和３年にかけて一時的に減少したものの、増加

傾向にある。
令和７年末現在における在留外国人数は412万5,395人となり、前年末（376万

8,977人）に比べ、35万6,418人（9.5％）増加した。
（参考：令和7年5月1日時点の横浜市人口 約376万人）
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１ 在留外国人数の変化と国籍・地域別の構成比、在留資格別構成比

（出入国在留管理庁 報道発表資料「令和７年末現在における在留外国人数について」より引用）

■ 国籍・地域別及び在留資格別 在留外国人構成比
国籍・地域別の在留外国人数では、中国国籍の在留外国人が最も多い。
次に多いベトナム国籍の在留外国人は、近年急激に増加しており、令和７年末に

は平成24年末と比べて10倍以上になっている（資料１－２参照）。また、近年では、
ネパール国籍、インドネシア国籍及びミャンマー国籍の在留外国人も大きく増えて
いる。
在留資格については、令和２年末から在留外国人数の増加に伴いほとんどの在留

資格で増加傾向にある（資料１－５参照）。
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２ 出入国在留管理庁における外国人受入環境整備及び生活支援

■ オリエンテーション等の促進のための取組

■ 地方公共団体との協力・連携 （出入国在留管理庁提供資料）

（出入国在留管理庁提供資料） ３



３ 外国人在留支援センター及び法テラス本部国際室の取組

（出入国在留管理庁提供資料）

（出入国在留管理庁HPより）

■ 外国人在留支援センター（Foreign Residents Support Center 通称:FRESC）
における取組
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３ 外国人在留支援センター及び法テラス本部国際室の取組

■ 法テラス本部国際室の取組

法テラスでは、令和２年からFRESC内に国際室を設置し、外国人や外国人の在留
支援に関わる地方公共団体等からの問合せに対して情報提供を実施したり、他の
FRESC入居機関からの相談取次ぎや同席相談に対応したりするなど、各機関と連携
・協力しながら法的支援を行っている。

〇 国際室言語別問合せ内訳（令和７年度）

〇 国際室に対する問合せ件数推移（令和２年度（７月から）～令和7年度）

令和７年度における問合せの言
語別内訳は、日本語を除くと英語
による問合せが最も多く、ポルト
ガル語と中国語がそれに続いてお
り、多言語情報提供サービスと同
様の傾向がみられる（10頁参照）｡
なお、ポルトガル語による問合

せが多い理由は、南米出身の日系
人が多い地域に所在する地方事務
所支部（浜松、三河）の入電の一
次対応を代行していることによる｡

国際室に対する問合せ件数は、
令和２年度には654件だったもの
が、年々増加し、令和７年度には
2,164件と設置当初の３倍まで増
加した。
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３ 外国人在留支援センター及び法テラス本部国際室の取組

（法テラス本部国際室提供情報より）

（法テラス白書令和３年度版より引用）

〇 国際室に対する問合せ分野別内訳（令和７年度）
令和７年度における国際室に対する問合せの分野別内訳では、職場に関する問合せ

が36.2％と最も多くを占め、家族に関する問合せが12.2％、生活上の取引に関する
問合せが11.5％と続いている。
在留資格、入国・在留手続、難民認定、国籍・帰化に関する問合せは、合計で

13.2％となっており、令和３年度との大きな差はみられない。

（参考）令和３年度における国際室に対する問合せ分野別内訳
国際室が通年活動した初めての年度である令和３年度における問合せの分野別内訳で

は、家族に関する問合せが24％（令和７年度とはグラフの表記方法が異なるため、主
な内容が在留資格等である問合せを除いた数値）と最多であり、職場に関する問合せは
現在よりも少なかった。
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３ 外国人在留支援センター及び法テラス本部国際室の取組

■ 支援者等向けセミナーの開催
外国人の司法アクセスを改善するには、当事者に直接つながる「支援者」の役割が
重要である。そこで、国際室では、外国人が関わることの多い問題について、外国
人支援機関・団体の職員や個人支援者等を対象としたセミナーを開催している。
令和８年１月に実施したセミナーには375名が参加し、令和８年４月の時点で

1,392名がメール登録をしている。参加者の属性としては、自治体職員等の外国人
への対応・支援をすることのある機関・団体の職員が多く、個人の技能で支援を行
う士業者等も参加している。

〇 外国人支援者等向けセミナー実施状況（令和６年度）
令和６年度には、在留資格に関する基礎的な事項等をテーマに、合計５回のセミナ
ーが開催された。

実施日 テーマ

令和６年５月23日 支援に役立つ在留資格の基礎知識

同年７月11日 住まいのトラブル
～国際室に外国人から寄せられた事例に学ぶ～

同年９月26日 国際結婚の法律問題

令和７年１月16日 労働問題の基礎

同年２月28日 外国人支援での法テラスの使い方
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３ 外国人在留支援センター及び法テラス本部国際室の取組

■ 国際室における取組の具体例

⑴ 外国人本人からの問合せに対応した例
○ お問合せの内容

「レストランに勤務していたが、日常的にパワーハラスメントがあり、時には暴
力を振るわれることもあった。生活のために我慢していたところ、最近、突然解
雇された。生活に困窮している。」旨の相談。労働局からの相談同席の依頼。

○ 国際室における対応（FRESC内の連携）
・労働局による相談に弁護士が同席した上で、労働局とともに対応を協議
・法テラスの弁護士からは、パワハラや暴力に関する損害賠償請求や、解雇の無効
を、弁護士に依頼して争う方法を案内するとともに、相談者が雇用保険に加入し
ていたことから失業保険給付についても情報提供

・労働局からは、解雇予告手当の請求（労働局で対応可能）や、個別労働紛争解決
制度を案内

○ 対応結果
相談者において、まずハローワークに行き失業保険の受給を進めることとなった
さらに、労働局での紛争解決と弁護士に依頼するかを家族と考えて、必要であれ
ば法律相談センターに行くとのことであった。

⑵ 支援者からの問合せに対応した例

○ お問合せの内容
自治体のケースワーカーから「配偶者からのDVを受けて、子どもと共にシェル
ターにいる外国人の支援をサポートしている。夫婦共にＡ国籍である。子どもの
着替えなど、生活に必要なものを受け取りたい。また、離婚の手続や離婚後の在
留資格についても不安である。」旨の相談。法テラスが問合せを受け、東京入管
へ相談同席を依頼。

○ 国際室における対応（FRESC内の連携）
・法テラスの情報提供として、弁護士に夫との交渉窓口になってもらう方法につい
て説明した上で、民事法律扶助の利用が可能であること、日本の家庭裁判所にお
いてA国の法律を使って離婚の手続ができることなどを説明

・東京入管から、離婚後に考えられる在留資格と変更に必要な条件等について説明

○ 対応結果
相談に東京入管も同席することで、離婚手続だけでなく、在留資格の問題も一度
に話すことができた。

８
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３ 外国人在留支援センター及び法テラス本部国際室の取組

■ 各地方事務所での取組の具体例

⑴ 国際交流協会における定期法律相談会（静岡地方事務所浜松支部）
自動車関連工場の多い浜松では、会社の業績悪化等を理由に職を失ったという非正
規労働の外国人からの相談が法テラスに複数寄せられた。
そのような外国人は、収入がないことに加え、多重債務の問題を抱えていることも
少なくないものの、いかに生活が困窮していても、法的支援を受けて生活困窮の問
題を解決しようと考える外国人は決して多くない。生活困窮者は、司法アクセスに
おいて「情報の壁」を抱えがちであるが、生活に困窮する外国人の場合、更に「言
葉の壁」も加わり、必要な情報にアクセスすることがより一層困難となっている。
このような問題意識から、法テラス浜松では、浜松国際交流協会（HICE）及び弁
護士会と連携し、同交流協会において、定期的に外国人向けの法律相談を実施して
いる。

⑵ 外国人総合ワンストップセンターにおける法律相談と地方協議会（群馬地方事務所）

○ 群馬県は、人口に占める外国人住民数の割合が高く、特に大企業の工場が立ち並
ぶ東毛地区は、製造現場の担い手として、日系ブラジル人を始めとした外国人が多
い地域である。こうした在留外国人の多い地域において法律相談を始めとした法的
支援の拡充を目指し、令和2年1月、県及び群馬県弁護士会との協議・調整の結果、
「ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター」を指定相談場所に設定し、令和3
年2月9日から、同センターにおける民事法律扶助制度を利用した無料法律相談の実
施が可能となった。
○ 法テラス群馬では、このほかにも、令和元年12月に約50名の関係機関職員等を
招き「地域社会における外国人支援」をテーマとした地方協議会を開催し、地域社
会全体として、より良い外国人への支援体制を構築するために、どのような取組や
連携体制を相互に整えることが重要かなどの意見交換を行った。

９



４ 法テラスにおける多言語での情報提供

■ 多言語情報提供サービス
法テラスの情報提供業務では、日本語話者でない外国人であっても、用いる言語に

かかわらず適切な情報提供が受けられるように、通訳人を介した三者間通話による
「多言語情報提供サービス」を行っている。

〇 対応言語：１０言語
英語、中国語、韓国語、スペイン語、
ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語
ネパール語、タイ語、インドネシア語

■ 多言語情報提供サービスの言語別問合せ件数の推移（令和２年度～令和７年度）
問合せ件数を見ると、英語とポルトガル語が上位となっているが、近年は中国語で

の問合せが増加傾向にある。

１０

（法テラス本部国際室提供情報より）
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４ 法テラスにおける多言語での情報提供

■ 多言語情報提供サービスへの問合せ内容（令和７年度）
問合せ内容については、法テラス地方事務所の電話番号など法テラスに関する問合
せが多いが、離婚や子の親権など家族に関する問合せ、解雇や就労など職場に関す
る問合せ等も多く寄せられている。

■ 利用者居住地別多言語情報提供サービス問合せ件数（上位１０都道府県）（令和７
年度）
利用者の地域分布を見ると東京都に住む利用者が一番多く、愛知県、神奈川県が続
いている。在留外国人の人口では東京に次ぐ人数となっている大阪府からの問合せ
は160件となっており、他の地域に比べて顕著に利用率が低い。
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４ 法テラスにおける多言語での情報提供

■ 外国語話者向けホームページ・リーフレット・パンフレットの作成

法テラスホームページにおいて、外国語話者に向けて、前記１０言語及びやさしい
日本語で記載した特設ページを設置し、民事法律扶助等の法テラスにおける支援内
容、家族問題や労働問題など代表的な法的問題に関するＱ＆Ａを掲載している。
また、同１０言語によるリーフレットの作成、法テラスの組織について説明した英

語版パンフレットも作成している。

■ その他の取組
国際交流協会や外国人生活相談センター等を指定相談場所として、相談者が同協会
等の相談員と一緒に相談を受けられるように配慮している。

（法テラスHP：https://www.houterasu.or.jp/site/foreign-nationals/）
（法テラスHP：https://www.houterasu.or.jp/site/about-houterasu/leaflet-pamphlet.html）
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■ 民事法律扶助による支援
民事法律扶助は「我が国に住居を有し適法に在留する者（外国人）」も利用するこ
とができる。
ただし、民事法律扶助は原則として行政手続の支援を対象外としており、在留資格
等に関する手続の支援は、次の日弁連委託援助によることとなる。

５ 外国人に対する民事法律扶助・日弁連委託援助

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

難民 293 312 325 344 381

外国人 911 735 930 900 818
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■ 日本弁護士連合会からの委託援助
総合法律支援法第30条第2項に基づき、本来業務以外の業務として日本弁護士連合

会から委託を受けて行う業務。外国人支援に関するものとしては「外国人に対する
法律援助」と「難民認定に関する法律援助」がある。

○ 外国人に対する法律援助
在留資格、仮放免その他の入管関係等の行政手続に係る弁護士費用の支援及び在留
資格を有しないなどの理由で民事法律扶助を利用できない外国人に対する弁護士費
用の支援を行うもの

○ 難民認定に関する法律援助
難民認定申請等に係る弁護士費用を支援するもの

1３
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参考：在留外国人に関する統計資料

（出入国在留管理庁 報道発表資料「令和７年末現在における在留外国人数について」より引用）

　 　

構成比
（％）

対前年末
増減率
（％）

総 数 2,033,656 2,066,445 2,121,831 2,232,189 2,382,822 2,561,848 2,731,093 2,933,137 2,887,116 2,760,635 3,075,213 3,410,992 3,768,977 4,125,395 100.0 9.5

中 国 652,595 649,078 654,777 665,847 695,522 730,890 764,720 813,675 778,112 716,606 761,563 821,838 873,286 930,428 22.6 6.5

ベ ト ナ ム 52,367 72,256 99,865 146,956 199,990 262,405 330,835 411,968 448,053 432,934 489,312 565,026 634,361 681,100 16.5 7.4

韓 国 489,431 481,249 465,477 457,772 453,096 450,663 449,634 446,364 426,908 409,855 411,312 410,156 409,238 407,341 9.9 -0.5 

フ ィ リ ピ ン 202,985 209,183 217,585 229,595 243,662 260,553 271,289 282,798 279,660 276,615 298,740 322,046 341,518 356,579 8.6 4.4

ネ パ ー ル 24,071 31,537 42,346 54,775 67,470 80,038 88,951 96,824 95,982 97,109 139,393 176,336 233,043 300,992 7.3 29.2

イ ン ド ネ シ ア 25,532 27,214 30,210 35,910 42,850 49,982 56,346 66,860 66,832 59,820 98,865 149,101 199,824 266,069 6.4 33.2

ブ ラ ジ ル 190,609 181,317 175,410 173,437 180,923 191,362 201,865 211,677 208,538 204,879 209,430 211,840 211,907 210,014 5.1 -0.9 

ミ ャ ン マ ー 8,046 8,600 10,252 13,737 17,775 22,519 26,456 32,049 35,049 37,246 56,239 86,546 134,574 182,567 4.4 35.7

ス リ ラ ン カ 8,428 9,193 10,741 13,152 17,346 23,348 25,410 27,367 29,290 28,986 37,251 46,949 63,472 79,128 1.9 24.7

台 湾 22,775 33,324 40,197 48,723 52,768 56,724 60,684 64,773 55,872 51,191 57,294 64,663 70,147 73,256 1.8 4.4

米 国 48,361 49,981 51,256 52,271 53,705 55,713 57,500 59,172 55,761 54,162 60,804 63,408 66,111 69,787 1.7 5.6

タ イ 40,133 41,208 43,081 45,379 47,647 50,179 52,323 54,809 53,379 50,324 56,701 61,771 65,398 67,097 1.6 2.6

イ ン ド 21,654 22,526 24,524 26,244 28,667 31,689 35,419 40,202 38,558 36,058 43,886 48,835 53,974 58,999 1.4 9.3

ペ ル ー 49,255 48,598 47,978 47,721 47,740 47,972 48,362 48,669 48,256 48,291 48,914 49,114 49,247 49,020 1.2 -0.5 

バングラデシュ 8,622 8,824 9,641 10,835 12,374 14,144 15,476 16,632 17,463 17,538 22,723 27,962 35,073 44,938 1.1 28.1

パ キ ス タ ン 10,599 11,124 11,802 12,708 13,752 15,069 16,198 17,766 19,103 19,120 22,118 25,334 29,647 34,911 0.8 17.8

カ ン ボ ジ ア 2,862 3,085 4,090 6,111 8,367 10,719 12,174 15,020 16,659 14,736 19,604 23,750 26,827 28,957 0.7 7.9

英 国 14,653 14,881 15,262 15,826 16,454 17,200 17,943 18,631 16,891 16,163 18,959 19,909 21,139 22,428 0.5 6.1

朝 鮮 40,617 38,491 35,753 33,939 32,461 30,859 29,559 28,096 27,214 26,312 25,358 24,305 23,206 22,201 0.5 -4.3 

モ ン ゴ ル 4,837 5,180 5,796 6,590 7,636 9,144 10,987 12,797 13,504 12,425 16,580 19,490 21,240 21,359 0.5 0.6

そ の 他 115,224 119,596 125,788 134,661 142,617 150,676 158,962 166,988 156,032 150,265 180,167 192,613 205,745 218,224 5.3 6.1

（注１）「国籍・地域」は、在留カード又は特別永住者証明書（以下「在留カード等」という。）の国籍・地域欄の表記です。

（注２）朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の国籍・地域欄に「朝鮮」の表記がなされています。 総　数 4,125,395 100.0

（注３）表の各項目における構成比（％）は、表示桁数未満を四捨五入してあるため、内訳の合計は必ずしも100.0％となりません。 男　性 2,110,599 51.2

※　以下の表について同じです。 女　性 2,014,735 48.8

その他 61 0.0

令和５年末
（2023年末）

令和７年末
（2025年末）

令和６年末
（2024年末）

平成29年末
（2017年末）

平成30年末
（2018年末）

令和元年末
（2019年末）

令和２年末
（2020年末）

令和３年末
（2021年末）

令和４年末
（2022年末）

平成28年末
（2016年末）

国籍・地域
平成24年末

（2012年末）
平成25年末

（2013年末）
平成26年末

（2014年末）
平成27年末

（2015年末）

○ 国・地域別 在留外国人数の推移
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参考：在留外国人に関する統計資料

（出入国在留管理庁 報道発表資料「令和７年末現在における在留外国人数について」より引用）

【第 表】　都道府県別　在留外国人数 推移

構成比
（％）

対前年末
増減率
（％）

総 数 2,887,116 2,760,635 3,075,213 3,410,992 3,768,977 4,125,395 100.0 9.5

北 海 道 38,725 36,316 45,491 56,485 67,484 77,401 1.9 14.7

青 森 県 6,165 5,693 6,702 7,797 8,603 9,419 0.2 9.5

岩 手 県 7,782 7,203 8,374 10,173 11,366 12,526 0.3 10.2

宮 城 県 22,890 21,089 24,568 27,009 29,878 32,903 0.8 10.1

秋 田 県 4,220 4,045 4,589 5,280 5,851 6,333 0.2 8.2

山 形 県 7,826 7,472 8,162 9,326 10,535 11,111 0.3 5.5

福 島 県 15,043 14,120 15,858 18,070 20,022 21,598 0.5 7.9

茨 城 県 72,287 71,121 81,478 91,694 102,549 111,808 2.7 9.0

栃 木 県 43,647 42,430 45,918 51,073 56,983 61,878 1.5 8.6

群 馬 県 62,749 61,945 66,963 74,154 83,430 89,670 2.2 7.5

埼 玉 県 198,235 197,110 212,624 234,698 262,382 290,937 7.1 10.9

千 葉 県 169,833 165,356 182,189 204,091 231,614 259,663 6.3 12.1

東 京 都 560,180 531,131 596,148 663,362 738,946 801,438 19.4 8.5

神 奈 川 県 232,321 227,511 245,790 267,523 292,450 317,353 7.7 8.5

新 潟 県 17,756 16,936 19,107 21,558 24,283 26,724 0.6 10.1

富 山 県 19,356 18,237 20,175 22,460 24,314 26,296 0.6 8.2

石 川 県 15,792 14,766 17,161 19,407 21,151 23,498 0.6 11.1

福 井 県 16,156 16,014 16,720 17,595 19,898 21,509 0.5 8.1

山 梨 県 17,125 17,163 19,982 21,502 23,691 25,313 0.6 6.8

長 野 県 36,530 35,673 39,248 43,075 46,850 50,655 1.2 8.1

岐 阜 県 59,377 56,697 62,710 69,477 74,750 80,766 2.0 8.0

静 岡 県 99,629 97,338 106,345 115,642 124,281 132,100 3.2 6.3

愛 知 県 273,784 265,199 286,604 310,845 331,733 357,800 8.7 7.9

三 重 県 55,982 54,295 58,974 64,420 68,804 73,551 1.8 6.9

滋 賀 県 33,881 33,458 37,350 40,743 42,960 46,180 1.1 7.5

京 都 府 61,696 58,370 68,443 75,818 83,914 92,563 2.2 10.3

大 阪 府 253,814 246,157 272,449 301,490 333,564 375,319 9.1 12.5

兵 庫 県 114,806 111,940 123,125 131,756 142,676 155,019 3.8 8.7

奈 良 県 13,985 13,873 15,590 17,614 19,257 21,623 0.5 12.3

和 歌 山 県 7,272 7,132 8,006 9,090 10,144 11,529 0.3 13.7

鳥 取 県 4,949 4,529 5,020 5,604 6,068 6,511 0.2 7.3

島 根 県 9,324 9,405 9,889 10,350 11,089 11,940 0.3 7.7

岡 山 県 31,313 29,435 32,042 35,928 38,886 41,840 1.0 7.6

広 島 県 55,782 50,605 56,068 62,363 67,837 72,628 1.8 7.1

山 口 県 17,279 15,873 17,394 19,622 21,581 22,539 0.5 4.4

徳 島 県 6,627 6,094 7,009 7,949 8,907 9,717 0.2 9.1

香 川 県 14,174 13,043 15,078 17,312 19,607 21,791 0.5 11.1

愛 媛 県 13,481 11,900 13,742 16,384 18,687 20,282 0.5 8.5

高 知 県 4,832 4,500 5,341 6,129 6,848 7,355 0.2 7.4

福 岡 県 81,072 76,234 89,518 99,695 113,159 125,501 3.0 10.9

佐 賀 県 7,116 6,507 7,919 9,764 11,358 12,841 0.3 13.1

長 崎 県 9,955 8,982 11,214 13,590 15,692 17,477 0.4 11.4

熊 本 県 17,751 16,686 20,660 25,589 29,385 32,372 0.8 10.2

大 分 県 13,216 11,879 15,541 18,108 20,330 23,027 0.6 13.3

宮 崎 県 7,736 7,011 8,309 9,752 11,511 12,981 0.3 12.8

鹿 児 島 県 12,204 11,833 13,975 16,417 18,972 21,480 0.5 13.2

沖 縄 県 19,839 18,535 21,792 25,447 29,384 33,402 0.8 13.7

未 定 ・ 不 詳 21,622 1,794 7,859 7,762 5,313 7,228 0.2 36.0

令和７年末
（2025年末）

都 道 府 県
令和２年末

（2020年末）
令和３年末

（2021年末）
令和４年末

（2022年末）
令和５年末
（2023年末）

令和６年末
（2024年末）

○ 都道府県別 在留外国人数の推移
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参考：在留外国人に関する統計資料

（出入国在留管理庁 報道発表資料「令和７年末現在における在留外国人数について」より引用）

【第 表】　国籍 地域別　在留資格別　在留外国人数（令和 年末）

永住者
技術・

人文知識・
国際業務

留学 技能実習 特定技能 家族滞在 定住者
日本人の
配偶者等

特定活動 その他

総 数 4,125,395 3,858,499 947,125 475,790 464,784 456,618 390,296 352,875 226,438 152,898 125,286 266,389 266,896

中 国 930,428 929,818 357,565 117,314 148,151 22,583 22,105 93,581 32,047 26,617 12,944 96,911 610

ベ ト ナ ム 681,100 681,092 32,698 121,079 47,145 189,756 164,352 76,958 7,763 7,518 16,530 17,293 8

韓 国 407,341 165,629 77,013 28,457 14,523 0 527 8,646 7,183 12,118 6,231 10,931 241,712

フ ィ リ ピ ン 356,579 356,533 143,784 11,485 2,769 42,289 35,862 6,608 63,937 26,119 5,449 18,231 46

ネ パ ー ル 300,992 300,989 9,908 48,813 116,151 4,477 12,387 72,978 1,899 1,834 1,835 30,707 3

イ ン ドネ シア 266,069 266,061 8,384 10,424 7,927 124,967 86,955 7,293 2,983 2,781 9,302 5,045 8

ブ ラ ジ ル 210,014 209,983 117,593 710 1,014 0 21 630 68,882 14,166 294 6,673 31

ミ ャ ン マ ー 182,567 182,567 3,256 17,167 35,732 35,669 44,523 3,827 2,737 911 36,113 2,632 0

ス リ ラ ン カ 79,128 79,128 4,457 20,461 20,172 2,870 4,003 14,708 915 1,462 3,830 6,250 0

台 湾 73,256 72,256 26,380 16,847 8,945 16 348 3,420 1,814 4,736 4,465 5,285 1,000

米 国 69,787 68,903 20,810 9,100 5,231 0 20 5,237 1,856 14,118 466 12,065 884

タ イ 67,097 67,085 22,207 3,576 3,867 11,672 6,817 926 4,492 7,630 1,461 4,437 12

イ ン ド 58,999 58,994 10,084 14,567 2,487 1,358 758 13,367 1,086 648 1,874 12,765 5

ペ ル ー 49,020 49,016 33,040 102 221 51 22 59 11,282 1,556 100 2,583 4

バングラデシュ 44,938 44,938 4,538 8,719 14,983 2,198 839 9,382 704 612 821 2,142 0

パ キ ス タ ン 34,911 34,909 5,616 7,860 2,647 219 11 9,211 2,130 1,180 978 5,057 2

カ ン ボ ジ ア 28,957 28,957 1,797 768 688 14,182 8,500 359 303 527 1,288 545 0

英 国 22,428 22,331 7,265 3,615 1,039 9 10 1,040 249 3,207 2,495 3,402 97

朝 鮮 22,201 432 327 0 0 0 0 0 68 33 0 4 21,769

モ ン ゴ ル 21,359 21,356 1,733 4,452 4,590 1,815 1,251 5,154 544 451 479 887 3

そ の 他 218,224 217,522 58,670 30,274 26,502 2,487 985 19,491 13,564 24,674 18,331 22,544 702

（注１）「技能実習」は、技能実習１号イ、１号ロ、２号イ、２号ロ、３号イ及び３号ロの合算です。

（注２）「特定技能」は、特定技能１号及び２号の合算です。

※　以下の表について同じです。

国籍・地域 総数 中長期在留者 特別永住者

○ 国籍・地域別 在留資格別 在留外国人数（令和７年末）
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参考：在留外国人に関する統計資料

（出入国在留管理庁 報道発表資料「令和７年末現在における在留外国人数について」より引用）

【第 表】　在留資格別　在留外国人数 推移

構成比
（％）

対前年末
増減率
（％）

2,887,116 2,760,635 3,075,213 3,410,992 3,768,977 4,125,395 100.0 9.5

2,582,686 2,464,219 2,786,233 3,129,774 3,494,954 3,858,499 93.5 10.4

6,647 6,519 7,343 7,226 7,488 8,024 0.2 7.2

448 385 502 580 669 844 0.0 26.2

3,772 3,034 3,964 4,143 4,805 5,130 0.1 6.8

215 207 210 212 198 197 0.0 -0.5 

16,554 15,735 18,315 23,958 28,708 32,953 0.8 14.8

高 度 専 門 職 １ 号 イ 1,922 1,885 2,030 2,281 2,528 2,842 0.1 12.4

高 度 専 門 職 １ 号 ロ 13,167 12,257 13,972 17,978 21,094 23,108 0.6 9.5

高 度 専 門 職 １ 号 ハ 676 648 1,116 2,219 3,338 4,971 0.1 48.9

高 度 専 門 職 ２ 号 789 945 1,197 1,480 1,748 2,032 0.0 16.2

27,235 27,197 31,808 37,510 41,615 46,781 1.1 12.4

148 139 151 159 159 181 0.0 13.8

2,476 2,482 2,467 2,547 2,591 2,722 0.1 5.1

1,337 1,161 1,314 1,301 1,323 1,324 0.0 0.1

12,241 12,915 13,413 14,157 14,929 15,496 0.4 3.8

283,380 274,740 311,961 362,346 418,706 475,790 11.5 13.6

13,415 8,593 13,011 16,404 18,375 19,161 0.5 4.3

1,714 3,794 6,284 9,328 12,227 15,891 0.4 30.0

1,865 1,564 2,214 2,505 2,635 2,853 0.1 8.3

40,491 38,240 39,775 42,499 46,712 54,574 1.3 16.8

15,663 49,666 130,923 208,462 284,466 390,296 9.5 37.2

特 定 技 能 １ 号 15,663 49,666 130,915 208,425 283,634 382,341 9.3 34.8

特 定 技 能 ２ 号 0 0 8 37 832 7,955 0.2 856.1

378,200 276,123 324,940 404,556 456,595 456,618 11.1 0.0

技 能 実 習 １ 号 イ 1,205 211 3,310 3,531 2,826 3,406 0.1 20.5

技 能 実 習 １ 号 ロ 74,476 24,005 161,683 167,734 139,475 148,325 3.6 6.3

技 能 実 習 ２ 号 イ 4,490 2,818 878 2,255 4,049 3,178 0.1 -21.5 

技 能 実 習 ２ 号 ロ 258,173 202,006 83,508 163,274 280,723 267,096 6.5 -4.9 

技 能 実 習 ３ 号 イ 707 779 1,206 982 368 494 0.0 34.2

技 能 実 習 ３ 号 ロ 39,149 46,304 74,355 66,780 29,154 34,119 0.8 17.0

1,280 821 2,400 2,581 2,712 2,971 0.1 9.6

280,901 207,830 300,638 340,883 402,134 464,784 11.3 15.6

174 145 497 714 754 719 0.0 -4.6 

196,622 192,184 227,857 266,020 305,598 352,875 8.6 15.5

103,422 124,056 83,380 73,774 95,508 125,286 3.0 31.2

807,517 831,157 863,936 891,569 918,116 947,125 23.0 3.2

142,735 142,044 144,993 148,477 150,896 152,898 3.7 1.3

42,905 44,522 46,999 50,995 53,624 56,568 1.4 5.5

201,329 198,966 206,938 216,868 223,411 226,438 5.5 1.4

304,430 296,416 288,980 281,218 274,023 266,896 6.5 -2.6 

宗 教

在 留 資 格
令和２年末

（2020年末）
令和３年末

（2021年末）
令和４年末

（2022年末）
令和７年末
（2025年末）

総 数

中 長 期 在 留 者

教 授

芸 術

令和５年末
（2023年末）

令和６年末
（2024年末）

技 能

報 道

高 度 専 門 職

経 営 ・ 管 理

法 律 ・ 会 計 業 務

医 療

研 究

教 育

技術・人文知識・国際業務

企 業 内 転 勤

介 護

興 行

特 別 永 住 者

特 定 技 能

技 能 実 習

文 化 活 動

留 学

研 修

家 族 滞 在

特 定 活 動

永 住 者

日 本 人 の 配 偶 者 等

永 住 者 の 配 偶 者 等

定 住 者

○ 在留資格別 在留外国人数の推移
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参考：技能実習制度の発展的解消と育成就労制度の創設について

（出入国在留管理庁HPより引用）
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参考：技能実習制度の発展的解消と育成就労制度の創設について

（出入国在留管理庁HPより引用）
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